
厚生労働大臣が定める掲示事項 

 

１．看護に関する事項（入院基本料に関する事項） 

当病棟では、1 日に 10 人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

◆日勤帯：8 時 30 分～17 時 15 分 看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 6 人以内です。 

◆準夜帯：16 時 30 分～深夜 1 時 15 分 看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 17 人以内です。 

◆深夜帯：深夜 0 時 30 分～翌 9 時 15 分 看護職員 1 人当たりの受け持ち数は 17 人以内です。 

 

２．付添看護について（保険医療機関の従業員以外の者による看護（付添看護）に関する事項） 

  当病院では、患者様の負担による付添看護を行っていません。 

 

３． 入院時食事療養について 

当病院では、入院時食事療（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を 

適時（夕食については午後 6 時）、適温で提供しています。 

 

４．診療明細書について 

  当病院では、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 

また、医療費の自己負担のない方についても無料で発行しています。 

 

５．保険外負担について 

当病院では、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての

費用の徴収や「施設管理費」等のあいまいな名目での費用の徴収は一切行っておりません。 

また、フィルムコピーＣＤ代等は実費での徴収を行っており、金額は以下のとおりです。 

 

診断書等 料金（税込） 

（１）普通診断料 １通につき 1,640 円 

（２）死亡診断料 １通につき 2,740 円 

（３）死体検案書 １通につき 4,450 円 

（４）免許申請関係診断書 １通につき 2,220 円 

（５）保険、年金関係の診断書又は証明書 １通につき 4,450 円 

（６）特殊診断書 １通につき 4,450 円 

（７）（５）に掲げる以外の証明書 １通につき 1,640 円 

診療情報の提供に関わるもの 料金（税込） 

（１）診療録等複写料（電子式複写）カラー１枚につき 30 円 

（２）診療録等複写料（電子式複写）白黒 １枚につき 10 円 

（３）Ｘ線フィルム複写料 半切（ＭＲＩ、ＣＴ）１枚につき 670 円 

（４）Ｘ線フィルム複写料 大角１枚につき 520 円 

（５）Ｘ線フィルム複写料 大四ツ切１枚につき 430 円 

（６）Ｘ線フィルム複写料 四ツ切（パノラマ） 340 円 

（７）Ｘ線フィルム複写料 六ツ切（デンタル） 210 円 

  



  

（８）Ｘ線画像情報提供料（ＣＤ―Ｒ複写）１枚につき 1,100 円 

（９）医師面談料 １回につき 5,500 円 

入院関連 料金（税込） 

食事料 １食につき 490 円 

テレビカード（19 時間視聴可能） １枚につき 1,000 円 

コインランドリー洗濯 １回につき 200 円 

コインランドリー乾燥機 30 分につき 100 円 

予防接種料金 料金（税込） 

インフルエンザワクチン（一般） 5,300 円 

インフルエンザワクチン（北九州市 65 歳以上） 1,500 円 

ムンプスおたふくかぜワクチン 16 歳以上（一般） 8,000 円 

B 型肝炎ワクチン（一般） 8,000 円 

肺炎球菌ワクチン（一般） 8,000 円 

肺炎球菌ワクチン（年齢対象者） 4,300 円 

MR ワクチン麻疹風疹 2 種混合（一般） 8,000 円 

水痘ワクチン（一般） 8,300 円 

 

６．特定療養費に関する事項 

  ■個室利用の際の差額料金は、以下のとおりです。（税込） 

部屋番号 料金 

（1 日につき） 

浴室 冷蔵庫 応接セット トイレ 

１号室（個室） 10,630 円 〇 〇 〇 〇 

２号室（個室） 5,410 円  〇 〇 〇 

３号室（個室） 5,410 円  〇 〇 〇 

11 号室（２人部屋） 2,870 円    〇 

12 号室（２人部屋） 2,870 円    〇 

18 号室（２人部屋） 1,830 円     

20 号室（２人部屋） 1,830 円     

 

■金属床による総義歯の料金は、以下のとおりです。（税込） 

白金加工（１顎につき） 427,740 円 チタン合金（１顎につき） 433,100 円 

金合金 （１顎につき） 448,150 円 特殊合金 （１顎につき） 246,830 円 

 

■う蝕に罹患している患者様の指導管理の料金は、以下のとおりです。（税込） 

フッ化物局所応用 

（１口腔１回につき） 

2,850 円  

小窩裂溝填塞 

（１歯につき） 

1,450 円 複合レジン系 

1,420 円 グラスアイオノマー 

 

 



■一般病棟の１８０日超入院について 

同一症状・疾病によるご入院期間が１８０日を超えますと、患者様の状態によっては健康保険からの入

院基本料の１５％が支払われなくなります。 

１８０日を超えた日から入院が選定療養の対象となり、患者様におかれましては、健康保険の一部負担

金とは別に、新たに費用が発生することとなります。何卒、よろしくお願いいたします。 

  当病院では、ご入院期間が１８０日を超えた日より、以下の金額が患者様の負担になります。               

  急性期一般入院料４･･･１日につき ２，４００円（税込） 

 

※なお、同一症状・傷病で再入院の場合、入院日が積算され、選定療養の対象となることがあります。 

 

８．訪問診療について 

  当病院では、寝たきり等でご自宅や入院中の病院から通院困難な患者様のもとにお伺いして歯科治療を行

う訪問診療を行っています。 

 

９．各種指定医療機関 

  健康保険、国民健康保険、生活保護、労災、育成、厚生、老人、難病、小児慢性特定疾患、原爆医療 等 

 

10．九州厚生局への届出事項 

【基本診療料】 

●医療ＤＸ推進体制整備加算 

●地域歯科診療支援病院歯科初診料 

●歯科外来診療医療安全対策加算２ 

●歯科外来診療感染対策加算３ 

●歯科診療特別対応連携加算 

●一般病棟入院基本料 

●療養環境加算 

●重症者等療養環境特別加算 

 

【特掲診療料】 

●薬剤管理指導料 

●歯科治療時医療管理料 

●在宅患者歯科治療時医療管理料 

●口腔細菌定量検査 

●有床義歯咀嚼機能検査１のイ 

●有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査 

●有床義歯咀嚼機能検査２のイ 

●精密触覚機能検査 

●睡眠時歯科筋電図検査 

●歯科画像診断管理加算１ 

●歯科画像診断管理加算２ 

●ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

●歯科口腔リハビリテーション料２ 



●手術用顕微鏡加算 

●口腔粘膜処置 

●う蝕歯無痛的窩洞形成加算 

●歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算 

●光学印象 

●ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

●歯科技工加算１及び２ 

●上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科） 

●歯周組織再生誘導手術 

●手術時歯根面レーザー応用加算 

●広範囲顎骨支持型装置埋入手術 

●歯根端切除手術の注３ 

●レーザー機器加算 

●歯科麻酔管理料 

●クラウン・ブリッジ維持管理料 

●歯科矯正診断料 

●顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術前後における歯科矯正に係

るもの） 

●外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

●歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

●入院ベースアップ評価料 93 

 

【入院時食事療養等】 

●入院時食事療養（Ⅰ） 

 

【その他】 

●酸素の購入単価 


